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給水装置２次側修繕等優先紹介事業の要求水準について 

 

事業要求水準 

給水装置２次側修繕等優先紹介事業（以下「事業」という）を実施するにあたり、

優先紹介事業者（以下「事業者」という）は、給水条例その他関係法令等を厳守し、

誠実、安全、迅速に履行しなければならない。また、それらに加えて以下のことに

留意して行うものとする。 

 

１.受付対応・サービス提供体制 

（１）資格 

事業者は大和郡山市（以下「市」という）に指定登録されている給水装置工事事

業者で市指定給水装置工事事業者規程に定める資格を有する者及び適切に工事を

行うことができる技能を有する者をもって修繕及び調査（以下「修繕等」という）

に従事するものとする。 

 

（２） 事業の範囲 

市は給水装置の所有者及び使用者（以下「所有者等」という）から修繕等の依頼

があったものについて本事業による事業者を優先紹介し事業者は市が発行した修繕

伝票を受取、修繕完了後市に提出するものとする。 

修繕等については内容、費用、アフターサービス等を所有者等と事業者の間で話

合い、合意の上行うものとする。 

 

（３） 対応日時 

受付  ３６５日／年 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    修繕等 ３６５日／年 午前８時３０分から午後５時１５分まで   

 

    上記以上の対応を行うものとする。 

        

（４） 受付から早期での修繕等対応 

本事業を円滑に履行するため、事業所は図 1の給水区域内全域（大和郡山市[矢

田丘陵高地区を除く]・生駒郡安堵町大字上中窪田地区及び大字東安堵地区の一部）

を迅速に対応出来るよう配慮された場所とし、事業遂行に必要な連絡先の指定を

行うものとする。 

修繕等を早期に対応するため、表 1 の修繕等受付件数に対し必要な体制をとら

なければならない。 
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図 1 ⼤和郡⼭市⽔道事業の給⽔区域 
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表 1 大和郡山市上下水道部給水装置２次側修繕等受付件数 

 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 平均 

漏水調査依頼 ４６ ６１ ６３ ２３ ５２ ４９

ﾊﾟｲﾛｯﾄ回転(宅地内) １４９ ４７ １７０ １３２ １２０ １２３

蛇口水漏れ ６２ ４０ ３６ ３７ ５３ ４５

ﾄｲﾚ水漏れ ６８ ５５ ４９ ３３ ３６ ４８

ﾊﾟｯｷﾝ・給湯器他 １１５ １７３ １９２ １３９ １４５ １５２

合計 ４５０ ３７６ ５１０ ３６４ ４０６ ４２１

 

（５） 修繕等受付 

市に所有者等から修繕等について依頼があったものについては、優先的に当事

業者を紹介するものとする。 

所有者等から連絡が入った時は市から修繕等の紹介を受けたことを確認し５.（１）

の事項、及びその他必要な情報を十分に説明し同意を得た上で修繕等を行うものと

する。その際、市が発行した修繕工事伝票を受け取るものとする。 

 

（６）修繕等の報告 

 修繕等毎ごとに、受付時に発行した伝票に工事内容（配管、材料等）、対応（キ

ャンセル等）を簡潔に記入し、市に提出すること。 

 

２.社員教育・研修 

（１） 着用被服 

安全で清潔な服装であること。 

 

（２） 身分証明証の携行 

身分証を常に携行し、本人と判明できる名札を着用しなければならない。所有者

等から身分証の提示を求められた場合は速やかに提示しなければならない。 

 

（３） 所有者等への対応 

     修繕等に直接従事する者は、現場訪問で所有者等の土地建物等に立ち入る場合

は、立ち入り目的を告げ、所有者等に対して親切、丁寧に対応し粗暴な言動は厳に

慎まなければならない。また、着手前に所有者等と修繕等の方法、対応、費用など

の打ち合わせを十分に行うこと。   

 

（４）事業従事者に対する教育等 

     事業者は、指導、教育、研修等により、事業従事者の能力向上に努めなければな
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らない。 

 

３.修繕等見積価格の妥当性確保 

（１）修繕見積の適正化 

見積は市から紹介されていることを念頭に、社会通念上に照らし合わせて適正

な価格とすること。 

 

４.トラブル対応能力 

（１）所有者等とのトラブル回避 

所有者等又は、第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し、事業者の責任

において対応するものとする。また、苦情等についても誠意をもって対応するもの

とする。     

 

（２）保険の加入 

本事業に必要な保険に加入しその証券の写し又はこれに代わるものを協定締結

までに市に提出しなければならない。 

 

５.調査費等見積 

（１） 漏水調査 

調査費等の上限は３,０００円/回（消費税相当額含む）とする。 

調査は目視及び音聴棒等の道具により行い、掘削、配管等、他作業が必要な場合は

別途見積とすることができる。所有者等への見積書提出は無償とする。 

 

６.その他 

（１）１次側止水栓修繕 

事業に付随した１次側止水栓の修繕は事業者にて実施できるものとする。修繕

材料は市指定の材料で、費用については修繕工事事務処理要綱に基づいた手続き

で市の単価表により算出された金額を市が事業者に支払うものとする。 

 

（２）個人情報の保護 

事業者は本事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、市個人情報保護条例

を遵守しなければならない。 

 

（３）秘密の保持 

事業者は、本事業の執行に際して知り得た事項は、一切第三者に漏らしてはなら

ない。この協定が終了し、または解除された後においても同様とする。 

事業者は、本事業完了し引継した後この事業を遂行するにあたり取得したデー
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タ等については抹消、切断等再生使用不可能な方法により処分しなければならな

い。 

（４）事業の引継 

事業を引継ぐ場合は準備引継ぎ期間を設け、事業者は、その期間内に事業実施の

ための全ての準備を完了し、本事業に係る一切の業務を市、及び現事業者から引継

がなければならない。 

本事業が満了したとき、または解除されたときは、事業が滞らないよう一切の業

務を市又は、市が指定するものへ引継ぎを行わなければならない。 

 

（５）事業の譲渡禁止 

事業者は第三者に本事業を一括、一部を譲渡してはならない。ただし、事業の一

部を請け負わせるときは、あらかじめ書面により市に届出し承認を受けること。 

 

（６）疑義 

本水準書に定めのない事項及び疑義を生じた事項は、協議のうえ定めるものと

する。 

 

   以上 




